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レ
ベ
ル
４
：
避
難
指
示
」
の
発
令
の
判
断
材

料
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
土
砂
災
害
警
戒
情

報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
、
累
積
雨
量
、
今
後

の
雨
の
予
報
、
日
没
時
間
等
を
総
合
的
に
勘

案
し
て
「
警
戒
レ
ベ
ル
４
：
避
難
指
示
」
を

発
令
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
い
る
。
情

報
の
伝
達
は
、
防
災
行
政
無
線
、
告
知
放
送
、

愛
媛
県
災
害
情
報
シ
ス
テ
ム
を
介
し
た
各
メ

デ
ィ
ア
で
の
周
知
に
加
え
、
緊
急
速
報
メ
ー

ル
で
、
町
内
に
あ
る
携
帯
電
話
へ
配
信
す
る

と
と
も
に
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る

こ
と
も
予
定
し
て
い
る
。

問
指
定
避
難
所
の
開
設
に
つ
い
て
、
防
災
行

政
放
送
以
外
で
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
周
知
す

る
考
え
は
な
い
か
。

答
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
を
予
定
し
て

い
る
。

問
大
雨
警
報
、
洪
水
警
報
等
が
発
令
さ
れ
た

場
合
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
道
路
等
の
災
害
の

状
況
を
そ
の
都
度
掲
載
す
る
考
え
は
な
い
か
。

答
道
路
へ
の
倒
木
や
落
石
な
ど
は
速
や
か
に

現
場
で
撤
去
等
を
行
う
が
、
通
行
止
め
等
が

必
要
な
場
合
は
、
防
災
行
政
無
線
、
告
知
放

送
等
で
お
知
ら
せ
し
て
い
る
。
通
行
止
め
が

長
期
間
に
わ
た
る
場
合
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
掲
載
し
て
い
る
。
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議
員

【
町
職
員
の
不
祥
事
に
つ
い
て
】

問
収
賄
お
よ
び
官
製
談
合
防
止
法
違
反
等
の

容
疑
で
職
員
が
逮
捕
さ
れ
た
事
件
の
町
長
の

所
見
に
つ
い
て
。

答
町
職
員
は
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
公
共
の

利
益
の
た
め
に
勤
務
し
、
か
つ
職
務
の
遂
行
に

あ
た
っ
て
は
、
全
力
を
挙
げ
て
こ
れ
に
専
念
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
今
回
、

農
林
課
係
長
の
職
に
あ
っ
た
者
が
不
祥
事
を

引
き
起
こ
し
た
こ
と
は
、
行
政
の
責
任
者
と
し

て
の
責
任
を
痛
感
し
て
い
る
。
今
後
は
、
二
度

と
こ
の
よ
う
な
不
祥
事
を
生
じ
る
こ
と
が
な
い

よ
う
、
綱
紀
の
粛
正
、
服
務
規
律
の
徹
底
を

図
り
、
町
民
の
負
託
に
こ
た
え
る
べ
く
、
信
頼

回
復
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

問
ど
の
よ
う
な
再
発
防
止
策
を
考
え
て
い
る

か
。

答
鬼
北
町
官
製
談
合
再
発
防
止
対
策
検
討
委

員
会
を
設
置
し
、
原
因
の
究
明
と
再
発
防
止

対
策
の
と
り
ま
と
め
を
命
じ
て
い
る
。
鬼
北

町
職
員
倫
理
規
程
、
鬼
北
町
官
製
談
合
防
止

マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
策
定
・
整
備
を
進
め
る
と

と
も
に
、
入
札
談
合
等
関
与
行
為
防
止
法
に

関
す
る
基
本
的
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
、

研
修
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
入
札
制
度

の
見
直
し
を
行
い
、建
設
工
事
等
に
つ
い
て
は
、

10
月
１
日
以
降
に
入
札
公
告
、
入
札
通
知
を

行
う
案
件
か
ら
予
定
価
格
の
事
前
公
表
を
実

施
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
電
子
入
札
に
つ
い

て
も
来
年
４
月
か
ら
の
導
入
に
向
け
て
、
今

回
の
補
正
予
算
に
関
連
予
算
を
計
上
し
て
い

る
。
今
後
は
、
全
職
員
一
丸
と
な
っ
て
再
発
防

止
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

【
児
童
、
生
徒
の
通
学
路
確
認
に
つ
い
て
】

問
町
内
各
校
区
の
安
全
確
認
は
で
き
て
い
る

か
。

答
例
年
８
月
か
ら
10
月
頃
に
町
内
の
各
小
学

校
を
対
象
に
し
た
合
同
通
学
路
点
検
に
お
い

て
、
校
区
通
学
路
の
安
全
確
認
を
実
施
し
て

い
る
。
前
年
度
か
ら
継
続
と
な
っ
て
い
る
箇
所

に
加
え
、
当
年
度
新
た
に
各
学
校
が
認
識
し

た
箇
所
に
つ
い
て
現
地
確
認
を
行
い
、
対
応

策
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
ま
た
、
中
学

校
の
通
学
路
は
、
各
小
学
校
の
通
学
路
と
基

本
的
に
重
な
っ
て
お
り
、
合
同
通
学
路
点
検

時
に
、合
わ
せ
て
確
認
、検
討
を
行
っ
て
い
る
。

問
三
島
診
療
所
前
の
バ
ス
停
は
、
設
置
場
所

が
地
上
か
ら
高
く
危
険
な
と
こ
ろ
に
あ
る

上
、
支
え
の
鉄
骨
も
腐
食
し
て
い
る
場
所
が

多
く
見
受
け
ら
れ
、
転
落
防
止
柵
も
ゆ
ら
ゆ

ら
し
て
安
全
と
は
思
え
な
い
が
、
改
善
す
る

必
要
は
な
い
か
。

答
当
該
箇
所
は
、
国
道
の
歩
道
と
し
て
整
備

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
維
持
管
理
は
愛
媛
県

南
予
地
方
局
が
所
管
し
て
い
る
。
現
地
確
認

を
行
っ
た
上
、
南
予
地
方
局
に
連
絡
し
た
と

こ
ろ
、
状
況
を
精
査
し
、
対
応
を
検
討
す
る

と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

【
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連
に
つ
い
て
】

問
12
歳
以
上
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
状
況
に
つ
い

て
。

答
９
月
13
日
現
在
で
、
２
回
目
の
ワ
ク
チ
ン

接
種
が
完
了
し
て
い
る
人
の
割
合
は
、
高
齢

者
が
93
・
６
％
、
そ
の
他
の
方
が
72
・
５
％
、

全
体
で
83
・
９
％
と
な
っ
て
い
る
。

問
感
染
し
た
場
合
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
は
住
民

に
周
知
さ
れ
て
い
る
か
。

答
感
染
者
が
出
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て

は
、法
に
基
づ
い
て
、県
の
権
限
で
全
て
行
っ

て
お
り
、
町
の
方
で
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
を
作

成
し
、
配
布
・
周
知
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
ま
た
、
県
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
感
染

者
が
発
生
し
た
場
合
は
、
個
々
に
よ
っ
て
対

応
方
法
が
異
な
る
こ
と
か
ら
マ
ニ
ュ
ア
ル
は

な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

問
感
染
に
よ
る
誹
謗
中
傷
な
ど
は
起
こ
っ
て

い
な
い
か
。

答
現
在
の
と
こ
ろ
、
感
染
者
等
に
対
す
る
差

別
・
誹
謗
中
傷
等
が
あ
っ
た
事
例
は
把
握
し

て
い
な
い
。

問
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
休
業
な
ど

の
傷
病
手
当
金
に
つ
い
て
。

答
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
し
、
国

民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
被
保
険
者
等
に

係
る
傷
病
手
当
金
」
の
支
給
に
関
す
る
特
例

を
定
め
た
。
給
与
等
を
受
け
て
い
る
国
民
健

康
保
険
の
被
保
険
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
に
感
染
し
た
と
き
や
感
染
が
疑
わ
れ
る
と

き
、
そ
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
３
日
を
経
過
し
た
日

（
４
日
目
）
か
ら
労
務
で
き
な
い
期
間
の
う
ち
、

就
労
に
就
く
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
日
に
つ
い

て
傷
病
手
当
金
が
支
給
さ
れ
る
。
町
に
お
け

る
傷
病
手
当
金
の
支
給
申
請
状
況
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
、
国
民
健
康
保
険
傷
病
手
当
金
に

つ
い
て
、
１
件
の
支
給
申
請
が
あ
っ
た
。

【
町
内
住
宅
補
助
に
つ
い
て
】

問
既
存
の
住
居
用
住
宅
整
備
に
対
し
て
、
住

宅
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
の
一
部
補
助
制
度
が
あ

る
が
、
上
限
20
万
円
を
引
き
上
げ
て
い
く
対

策
は
と
れ
な
い
か
。

答
鬼
北
町
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
制
度
の
内
容

は
、
既
に
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
金
を
交
付
し

て
い
る
近
隣
の
市
町
を
参
考
に
し
た
。
近
隣
の

市
町
で
は
、
契
約
工
事
費
50
万
円
以
上
、
補

助
率
10
％
、
補
助
金
額
上
限
20
万
円
の
補
助

内
容
で
あ
る
市
町
が
多
く
、本
町
に
お
い
て
も
、

同
様
の
補
助
率
、
補
助
金
の
限
度
額
等
に
決

定
し
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
補
助
金
額
等
を
変

更
さ
れ
た
市
町
は
な
く
、
補
助
対
象
額
、
補

助
金
額
の
上
限
、補
助
率
の
改
定
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
地
域
経
済
の
情
勢
、
町
財
政
の
状
況
を

見
据
え
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。


